様式第６号（第10条関係）

事業成果報告書

＜事業実施の概要＞

１　事業名　シンポジウム「第23回ＷＩＬＬ～もうひとつのこどもの日～」の開催

２　事業実施期間　　　　　　令和3年10月9日

３  内容
オンラインによるWeb開催　(新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため)

　　第1部      子どもたちの事件紹介
　　第2部　　　遺族からのメッセージ
テーマ　　なぜ、矯正教育の改善が必要か
　　　　　　　　　　　　　　～改正民法が残した課題～

※詳細は別添資料のとおり
＜事業による効果の概要＞

· 参加者数　53人

○　取材報道機関名　

　京都新聞、読売テレビ、関西テレビ
○一部では、壇上に22人の子供たちの写真を飾り、事件紹介をした。

一年に一回だけでも「WiLL」の場所で忘れられた子どもたちのことを思いながら、その思いをみんなで共有する時間を過ごすことが出来た。

二部では、今年、改正少年法が成立したので、その内容を説明しながら、今年のテーマ「なぜ、矯正教育の改善が必要か～改正少年法が残した課題～」について話をした。
今回は、会場での遺族参加は4家族、zoomで6家族が参加をして、それぞれの思いや抱えている問題、損害賠償の未払いのこと、加害者そしてその親の誠意のないこと、少年院で矯正教育が足りないこと、何年たっても苦しい想いを抱えていること、残された兄弟の抱える苦悩などを具体的に話すことができた。

　今回の改正少年法に矯正教育のことは入らなかったが、関連の法案が次の国会に提出される予定になっているので、その内容が、被害者の願っているものになるため、少しでも被害者の苦悩がなくなるように訴えることができた。

少年院、少年刑務所、刑務所などの施設に入った直後から、その被害者から聞き取りをし、それを加害者の矯正教育に生かすこと、謝罪や損害賠償の責任を果たさせるための教育することなど訴えた。

今回は、緊急事態宣言が「WiLＬ」直前まで延長になり、zoomでの参加、スライドで説明すること、テロップを入れる等、初めての試みが多かったのに、それまでに練習することができないまま当日を迎えることになった。

でも、みんなが力、知恵を出し合って無事に開催をすることができて本当に良かったと思う。今年で23回目となり、これだけ続けてこられたことが、とっても嬉しくありがたいと思いました。

いつものように一般の人たちの参加はしてもらえませんでしたが、オンラインで配信したことで、また、今までとは違ういろいろな人たちに見てもらえるきっかけになったと思う。

今回、参加ができなかった会の人たちも見ることができて良かった。

これからも色々な人たちに関心を持ってもらい、改正少年法が適正化になってほしいと思う。

　命の大切さにもつながり、いじめはしない、暴力を起こしてはいけないという事を知ってもらいたい。そして、その事が、私たちの目指すこれ以上子ども達を被害者にも加害者にもしない事につながると思うし、当事者とそうではない人の距離を少しでもなくしていくために、これからも焦らずおごらず話し続けていく場所「WiLL」でありたいです。　

　

